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はじめに

本稿は、経済的側面ではすでに先進国入りして
いるとみなされている韓国で、他の先進国とは異
なる老後所得保障の政策パターンが表れている背
景について、政治学的な考察を試みたものである。
特に、韓国の高齢者世代の利益が政治過程に反映
されなかった理由について、老後所得保障システ
ムにおける特徴や、それに伴う議論の分裂の側面
から説明する。

具体的には、基礎年金と国民年金とに分離され
ている韓国の老後所得保障制度の特徴に注目した
上で、韓国における福祉国家の制度化が達成され
たとされる金大中政権期までの、それぞれの制度
の歴史的経緯や政治過程に参加した政治アクター
の行動を考察する。この考察を通じて、韓国が他
の先進国とは異なり、高齢者が経済的配分から排
除された福祉レジームになった理由を解明して
いく。

1．研究背景

世界では、医療技術の発達や衛生管理などによ
る平均寿命の延長によって高齢化（1）が急速に進
んでいる。平均寿命が延びるということは人類に
とって望ましい現象である。しかし、一方で長寿
社会は、高齢化に伴う様々な問題の解決のための
社会保障費の支出の増加にも繋がり、社会問題化
している。平均余命期間が長くなるにつれ、退職
後の収入源確保の問題や医療費の増大、社会保障

サービスの給付期間の長期化による公的負担の増
加などの問題が予想されるためである。

同時に、ライフスタイルの変化や経済低迷など
の理由から、出生率の低下が先進諸国で起きてい
る。低出生率は人口減少社会をもたらし、労働力
不足、労働力の高齢化、労働生産性の低下、潜在
成長率の下落、社会保障の負担の増加など様々な
負の側面を有する。特に福祉財政に関しては、歳
入の減少を意味するため、出生率の低下は高齢化
による歳出増加を余儀なくされる状況下で深刻な
問題を引き起こす。

以上のように、高齢化と出生率の低下に伴う少
子高齢化現象が社会問題化されるにつれ、高齢者
のための福祉政策が注目を浴びるようになった。
その理由は、若い現役世代がより多くの退職者た
ちを支えねばならないということ、つまり、現役
世代からより多くの財政移転が求められるためで
ある（ボノーリ・新川 2004: 1）。また、社会保障
給付費の財源が主に現役世代の負担する社会保険
料と税金であるため、財政負担とサービス給付の
関係が極めて不均衡になることに繋がることも理
由の一つである（衛藤 2008: 123）。

その中でも特に、財政危機解決の焦点として福
祉プログラムの中で最も財政規模の大きい、公的
年金制度の改革が最大の政策課題として浮上して
いる（伊藤 2013: 1）。

先進資本主義諸国では、上述のような社会経済
構造の変化に対応するために給付削減を伴う年金
改革が進められてきた。このような現象は自由主
義の象徴とも言えるアメリカから社会民主主義国
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家を代表するスウェーデンまで、共通に観察され
ている。しかし、ボノーリと新川（2004）が指摘
したように、人口構成上の変化がすべての国に同
じような影響をもたらすのか、あるいは様々な年
金制度が同じ課題に対してどのような反応を示す
のかが十分に検討され、明らかにされてきたとは
言い難い。高齢化への対応は、制度的、政治的
要因によって媒介、規定されているのである（ボ
ノーリ・新川 2004: 4）。

年金制度は社会保険の中の一つの軸として、老
後所得保障の意味を持っている。また、世代間の
財政移転の問題を含んでいるため、世代間対立の
要素をも内包している。最近、韓国でも日本同様
にシルバー民主主義が生じるのではないかという
懸念が登場しているが、年金制度は、世代によっ
て福祉をめぐる利益が異なること、及び世代内で
一定程度共有された利益が存在するという点で世
代間対立の様相を明らかにするのに適した分析対
象であると考えられる（2）。

以下では、まず高齢化が福祉国家の拡大をもた
らすという先行研究の理論（Wilensky 1975）では
説明できない、福祉国家としての韓国の特徴につ
いて説明する。その後、韓国の老後所得保障政策
における制度的特徴及びそれに伴う、政治過程に
おける議論の分裂という特徴を記述する。最後に、
議論の分裂の構造が維持された理由について歴史
的背景から考察した後、本稿の限界及びこれから
の研究課題について触れる。

2．	福祉国家としての韓国の特徴と利益団体分析
の意義

（1）福祉国家としての韓国の特徴
韓国の場合は、特に少子高齢化現象の進展の速

さが際立っている。最近まで、日本は西欧諸国と
比べ、最も早く高齢化が進んできたと言われてき
たが、近年の韓国は日本のそれよりもさらに早い
速度で高齢化が進んでいる（3）（表 1 参照）。

しかし、このような急速な高齢化に対応するた
めの政策が、十分になされているとは言い難い。
韓国では、少子高齢化現象が急速に進展している
中、高齢者の貧困率は OECD の中で最も高い水

準を示している。韓国の高齢者の 31.4％は最低
生計費にも及ばない所得で生活しており、この
数値は韓国全体の絶対貧困率 7.7％に比べ、約 4
倍の水準である（保健社会研究院 2016）。この高
齢者貧困率の高さは、高齢者が経済的配分から
排除された福祉レジームであることを反映して
いる。

また、韓国の高齢者の貧困問題は、他の OECD
諸国とは明らかに異なるパターンを見せている。
OECD の分析結果によると、34 カ国中 19 カ国で
高齢者の貧困率が一般国民の貧困率より低く、こ
れは、若い世代が不安定な雇用の問題に直面して
いる一方で、高齢者世代は年金制度等を通じて安
定的に老後の所得が保障されていることを意味し
ている。つまり、これらの国々は高齢者が経済的
配分によって包摂された福祉レジームであると言
える。一方、残りの 15 カ国は高齢者の貧困率が
一般国民の貧困率より高いが、その中でも特に韓
国の貧困率（約 50％）が極めて高く（OECD 2016）

（図 1 参照）、高齢者世代の老後保障政策の問題性
がここに反映されている。

（2）利益団体分析の意義
このような韓国の高齢者貧困問題に関しては、

今まで、韓国における福祉国家としての制度化の
遅れによる年金制度の未成熟さが主な要因として
指摘されてきた（ボノーリ・新川 2004）。しかし、
今後、年金制度が成熟しても、すでに二度にわた
り行われた年金改革の結果、年金受給額は現在よ
りさらに低くなることが分かっている。低成長時
代における中間層の崩壊や高齢化による身体能力

表1 主要国の高齢化速度の推移及び展望（4）

国家
到達年度 経過年数（年）

7％ 14％ 20％ 7％→14％ 14％→20％

日本 1970 1994 2005 24 11

アメリカ 1942 2013 2029 71 16

フランス 1864 1979 2019 115 40

ドイツ 1932 1972 2008 40 36

韓国 2000 2018 2026 18 8

出典：韓国銀行（2016）より筆者作成
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低下の側面から考えると、このような応急措置だ
けでは、問題の解決は期待できない。

Wilensky（1975）は、経済発展の度合いと高齢
化率には正の相関関係があり、高い高齢化率が高
い福祉国家発展の度合いに影響を及ぼすメカニズ
ムを明らかにした。韓国は急速な経済発展を成し
遂げ、高齢化の速度が非常に速いことを考えると、
Wilensky によって提起された福祉国家発展のモ
デルに一致する。しかし、福祉国家としての韓国
の規模は依然として小さく、上記の韓国の老人貧
困率のデータが示すように、高齢者向け福祉プロ
グラムが充実しているとは言えない状況である。
このように、Wilensky のモデルでは、韓国の福
祉国家としての特徴の説明が困難である。

先行研究でも指摘されてきたように、韓国は福
祉国家としての制度化が遅れてスタートした「後
発福祉国家」であり（金成垣 2008）、こうした制
度化のタイミングのズレは西欧諸国とは異なる韓
国固有の福祉政治の展開に大きな影響を及ぼした。
西欧諸国の場合、すでに成熟している年金制度を
通じて高齢者の老後所得保障が行われてきた。そ
の中で、新自由主義の影響による労働市場の柔軟
化によって雇用と所得の不安定による被害をより
多く受けざるを得ない現役世代のための福祉財政

支出を増やすために、高齢者向けの福祉財政を減
らすという世代間正義（Intergenerational Justice）
のロジックが成立する（イヨンハ 2014）（5）。しか
し、韓国の老後所得保障制度には、西欧諸国とは
根本的に異なるジレンマが存在する。すなわち、

（1）不安定な年金財政の問題と　（2）高齢者の高
い貧困率という二つの問題を同時に抱えている点
で西欧諸国とは置かれている状況が異なるのであ
る。上記の二つの問題を高齢者の利益の観点から
解釈すると、今まで持続的に年金受給額の引き下
げを通じて年金財政安定化を図ってきた韓国の年
金制度改革の性格は、高齢者の貧困問題の解決で
はなく、財政安定化の方向を選択したと理解で
きる（6）。

ではなぜ、急速に高齢化が進む韓国で、高齢者
が経済的配分から排除された福祉レジームが形成
されたのか。シルバー民主主義論は、政治家が選
挙に勝つためには高齢者の高い投票率を意識せざ
るを得ず、結果的に高齢者に有利な政治的決定が
なされやすいことを指摘する（八代 2016）。シル
バー民主主義が前提とするメカニズムが正しいと
すれば、急速に高齢化が進んでおり、高齢者の高
い投票率という特徴を有する韓国においてもシル
バー民主主義的現象が生じてもおかしくない（7）。

図1 主要国の老人貧困率の国際比較
出典：OECD（2016）より筆者作成
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しかし、上記のデータからも確認したように、高
齢者の高い投票率とは矛盾する高齢者の高い貧困
率が観察されているのである。

このような、韓国の独特な現象を説明するため
の試みとしては、地方政府を分析単位とした「政
党の福祉政策」に注目した研究が多くなされてき
た（大西 2017）。しかし、「党派性理論」や「政党
競争理論」など、政党政治の側面からの分析は、
本稿の分析対象時期となる金大中政権期における
韓国の福祉政治分析には限界があると思われる。
その理由は、当時の韓国において、福祉政策は政
治の争点になっておらず、政党政治不在の側面が
強かったためである（8）。金大中政権は、弱い権力
基盤のため、市民団体との連携を通じてその影響
力を発揮する戦略をとっており、韓国の市民社会
は疑似政党として政治的影響力を発揮することが
できたのである（9）。

代議制民主主義の中で、社会の要求を政治に反
映する経路は、大きく分けると、選挙を通じた間
接的経路と利益団体を通じた直接的経路の二つの
経路が存在する。既存の研究では、主に選挙を通
じた間接的経路に注目してきたが、政策を決定す
る国会議員は、有権者の意思にのみ従うわけでは
なく、利益団体のロビー活動による影響も受けて
政策決定するとされている（Pamp 2015: 80）。本
稿では、老後所得保障政策にもっとも直接的な影
響を与える年金政策を分析対象とするが、年金政
策はその制度的特徴から、主に選挙に注目する既
存の研究枠組みでは分析が困難である。その理由
は、年金改革は基本的に不人気政策であるため、
選挙の争点となりにくいためである（伊藤 2013）。
したがって、本稿では選挙以外の利益表出方法で
ある利益団体の活動を中心に年金改革の政治過程
を分析する。

また、韓国を「普通の」多元主義国家として理
解できるのであれば（大西 2012）、利益団体の活
動の分析は、より積極的な意味を有するだろう。
既存の研究が、主に韓国で年金改革が達成された
理由及びその改革規模に注目してきたとすれば、
本稿では年金改革の性格に注目した分析を行うと
いう特徴があり、改革の性格を理解するためには、
利益団体の活動の分析が欠かせない。

3．	韓国の老後所得保障政策の政治過程をみる視点

これまでの、韓国の老後所得保障政策を分析し
た先行研究は、韓国の公的年金の中で国民年金が
占める割合がもっとも大きいため、その分析対象
として主に国民年金制度に注目してきた。より具
体的には、（1）年金制度そのものの制度的特徴へ
の注目　（2）政治制度の特徴への注目に分けるこ
とができるだろう。

まず、年金制度そのものに注目する分析からは、
韓国の国民年金制度が、社会保険型であるため、
少子高齢化の圧力に最も弱く、それに対する政治
的対立がもっとも激しいと予想された。また、そ
れにもかかわらず、韓国で大規模年金改革が成功
した理由については、年金制度の歴史が短いこと
や老後所得保障における代替手段としての退職金
の存在のために、年金制度による利益を共有する
集団が未発達したことが指摘された（ボノーリ・
新川 2004）。

しかし、年金制度そのものの特徴に注目する議
論は、歴史が長い先進諸国でも大規模年金改革が
行われている事実や、制度改革がもっとも難しい
とされる社会保険型年金制度を採用している国に
おいても大規模年金改が行われている事実を考慮
すると、十分な説明であるとは言い難い。

政治制度に注目した議論からは、拒否点（Veto 
point）の存在や政党政治の要素及び非難回避の
戦略が注目されてきた。そこでは、主に二度にわ
たり行われた国民年金改革の政治過程が分析対象
となった（キムヨンスン 2012、イムユジン 2014）。
第二次年金改革と比較した際、浮き彫りになる第
一次年金改革の政治過程における特徴は、福祉が
政治の争点として登場しなかったという福祉政治
の不在であった。また、大規模年金改革が達成さ
れた理由として頻繁に指摘されるのが非難回避の
戦略であるが、第一次年金改革期における年金制
度をめぐる議論は、主に官僚や専門家集団によっ
て行われており、政党は主導的役割を果たしてい
ない（キムヨンスン 2012）。

以上の先行研究は、いずれも韓国の年金制度改
革の特徴を説明する上で、有効である。しかし、
国民年金制度のみに分析の焦点を当てることに



韓国の老後所得保障政策の政治過程における特徴   57

よって、国民年金制度の補完的役割を果たす制度
との関係は分析の対象から捨象されてしまう限界
がある（10）。本稿では、これまでの研究ではほと
んど注目されてこなかった基礎年金と国民年金制
度との関係に注目しつつ、金大中政権期における
老後所得保障政策の政治過程を分析する。

4．韓国の老後所得保障政策

（1）	韓国の老後所得保障政策における制度的特徴
韓国の老後所得保障政策における制度的特徴は、

公的年金制度と、その制度から排除されている
人々を対象とする補完的な基礎年金との役割区分
が曖昧であることである。このような韓国の制度
的特徴は、当初の公的年金制度が産業発展のため
の内資動員（mobilization of domestic capital）の
側面を強く持っており、基本的には勤労者の老後
所得保障としての性格が強かったためである。公
的年金制度ではカバーされない人々のための補完
的な措置として最初に導入されたのが老齢手当制
度であり、その名前からも分かるように、公的扶
助の性格が強かった。同制度は、「国民年金法」
によってその性格が規定されたわけではなく、

「老人福祉法」の中でその性格が規定された。こ
のような制度的分裂により、公的年金と基礎年金
との間の性格規定を巡っては未だに結論が出され
ていない。

このような制度分裂に伴い、制度をめぐる議論
の場が二つに分かれており、その議論の場に参加
する政治アクターの構成も異なることを以下では
確認する。

（2）高齢者世代の社会的生成
韓国の高齢者福祉政策は、1981 年に政府立法

によって「老人福祉法」が制定されるまでは、救
貧的な性格が強かった（11）。

ただし、「老人福祉法」制定以降も 1988 年以前
までは特殊職域年金、及び生活保護制度による高
齢者の所得保障が行われたため、この制度から排
除されている高齢者は所得保障を家族に依存する
か廃品集めなどで生計を維持せざるを得なかった。
民主化以降、1988 年に勤労者のための老後対策と

して国民年金制度が導入されてから、現世代の高
齢者に対する所得保障の問題が重要な政策アジェ
ンダとして認識され、1991 年から老齢手当制度が
導入された（国民年金史編纂委員会 2015: 175）。

再び韓国で高齢者問題が社会問題として登場し
た時期は、国際連合（UN）が世界老人の年とし
て定めた 1999 年及び、高齢化率が 7％を超えた
2000 年前後とされており（保健社会研究院 2016）、
その時期は、福祉国家の制度化が行われたとされ
る金大中政権期である。その後、盧武鉉政権期に
は、急速に進行する高齢化問題に対応するための
政府の動きとして「低出産高齢社会基本法」が制
定され、同法によって作られた低出産高齢社会委
員会によって、五年毎の「低出産高齢社会基本計
画」が作られている。

（3）老人団体の政治的影響力とその限界
韓国で最初に結成された老人団体は、1968 年

に結成された全国老人団体連合会である。この団
体は、老人の権利を向上させるための運動よりは
愛国運動や地域社会ボランティア活動に活動の重
点を置いた。1969 年には、団体の名称を社団法
人大韓老人会（以下、大韓老人会）に改称し、韓
国の高齢者の利益団体として現在では最も大きな
組織規模を誇る。1970 年代中盤までは、ボラン
ティア活動や、老人余暇施設及び就業機会拡大の
ための事業を展開するなど、老人権益の優先順位
は低かった。

1975 年に設立された韓国老人問題研究所は、
1976 年に「老人福祉法」の草案を作成し、大韓
老人会とともに立法請願運動を数年間に渡って、
持続的に展開した。その影響で 1980 年には法案
が通過し、1981 年の「老人福祉法」の制定を達成
した。

その後も、老齢手当制度の導入過程で、大韓老
人会によって主導された「老齢手当制度制定のた
めの運動」が「老人福祉法」の改正法案を作るな
ど、積極的な活動を展開した。その成果として、

「老人福祉法」の改正とともに、老齢手当制度が
導入された。この制度を通じて 1991 年から 70 歳
以上の生活保護対象老人の中、居宅保護老人に月
一万ウォンの手当が支給された。しかし、受給対
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象者範囲が非常に制限されていたため、一般低所
得高齢者はその恩恵を受けることができなかった

（国民年金史編纂委員会 2015: 203、保健社会研究
院 2016）（表 2 参照）。

1994 年に創立された韓国老人有権者連盟は、
他の老人関連団体と連帯し、大衆集会や街頭デモ
によって政権に圧力を与えた。パクジェガン（当
時老人問題研究所所長）によって公論化された、
老年年金制度の導入を求める勢力は、1995 年か
ら本格的な政治活動を展開した。その活動は、主
に韓国老年有権者連盟が主導した、デモ活動、
百万人署名運動、大統領府及び関係機関に対する
嘆願、各政党代表の訪問等であり、「老年年金法」
の制定への圧力となった（国民年金史編纂委員会 
2015: 204）。特に、1997 年には「無拠出老齢年金
法」制定を促す全国老人大会を開催し、老人代表
二千人を集めるなど、国会での法案通過に大きな
影響力を与えた。彼らは、（1）「老人福祉法」と
の別途立法　（2）都市勤労者平均所得以下の老人
を年金受給対象に制限　（3）全額国家負担予算を
内容とする立法請願を行なった。このような積極
的な政治活動の影響もあり、1997 年の「老人福
祉法」改正では、敬老年金制度が導入され、1998
年から実施された。

しかし、老人団体の要求した内容である、̒「老
人福祉法」とは別途立法ʼは達成されておらず、
表 2 からも分かるように、敬老年金制度は、その
支給額や対象範囲は拡大したものの、依然として
公的扶助の性格が強かったと言わざるを得ない（12）。

しかし、「老人福祉法」における基礎年金をめ
ぐる政治過程は、1998 年から 2008 年の間、大き
な制度変化が行われないまま、維持された。この

時期は、韓国の福祉国家の制度化が達成された進
歩系の金大中及び廬武鉉政権期に該当し、二度に
わたる大規模な国民年金制度改革が行われたこと
とは対照的である。

（4）国民年金制度の沿革
韓国では権威主義政権下で、一定程度の福祉制

度が形成され、特に年金制度は比較的長い歴史を
持っている。韓国の公的年金制度は公務員年金、
軍人年金、私立学校教職員年金、国民年金の四種
類で構成されているが、最初に公務員年金が 1960
年にはじめられた後、1963 年に軍人年金、1975 年
に私学学校教職員年金が次々と導入されてきた

（保健福祉部 2016a）。
以降、1986 年全斗煥大統領の「三大福祉立法」

宣言が決定的なきっかけとなり、「国民福祉年金
法」を「国民年金法」に全面改正し、1988 年 1 月
から 10 人以上事業所勤労者を当然適用対象とした
国民年金制度が実施された（保健福祉部 2016a）。
同制度は制度適用範囲の拡大を続け、韓国では
1999 年に国民皆年金時代を迎えた（国民年金史
編纂委員会 2015: 136-137）。

（5）	市民団体主導のフレーミングによる第一次年
金改革

韓国における、第一次年金改革は金大中政権期
に行われた。金大中政権期は「国民基礎生活保障
制度」を導入する等、市民の権利としての福祉概
念が登場し、福祉に関するパラダイム・シフトが
行われた時期であり、当時の金大中大統領は「社
会的孝」という政策アイディア（13）を持っていた
など（金大中 2011: 160, 328）、高齢者福祉政策を

表2 基礎年金制度の変化

年度 主な内容 対象規模

1991 老齢手当制度実施（70 歳以上生活保護老人の内在宅保護老人対象） 3.4％

1992 対象規模拡大（65 歳以上の生活保護老人全体） 7.8％

1998 敬老年金制度に変更（支給額拡大、低所得老人を包含） 18.0％

2008 基礎老齢年金制度に変更（対象を所得下位 70％に拡大） 70.0％

2014 基礎年金制度に変更（支給額が約二倍に拡大） 70.0％

出典：保健社会研究院（2016）から筆者作成
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積極的に推進したと理解されている（春木 2008: 
81）（14）。

年金改革に関するアイディアは、以前から存在
していた。金泳三政権当時、国民年金制度の課題
として挙げられたのは、年金基金の安定的運用

（基金枯渇問題）、国民皆年金の達成、他の公的年
金制度との連携等であった。

特に、国民年金財政に関しては、既に大きい問
題を内在していることが明らかになっていた。一
般的な保険原理が無視された「低負担高給付」の
システムに基づくものであったため、そもそもの
制度設計が財政構造の脆弱性をもたらしていたの
である（15）。また、急速に進行する人口構造の高
齢化や、公共部門に投資される年金基金の受益率
が金融部門の投資受益率を下回ることによる財政
不安定は、その後さらに加速した（保健福祉部 
1998）。

年金改革を行うための組織として、国民年金制
度改善企画団（以下、企画団）が 1997 年 6 月に
発足した。企画団は同年 12 月 27 日、年金制度の
基礎年金と比例年金への二元化、給付水準の引き
下げ、保険料率の引き上げを内容とする「制度改
善建議案」を政府に提出した。

基金運用に関しては、（1）公共部門に投資され
る国民年金基金の預託利子率を、金融部門の投資
受益率水準に引き上げること　（2）国民年金基金
運用委員会（16）の権限を強化すること　（3）公共
部門の基金運用内訳について国会審議を義務化す
ること　（4）基金運用委員会に、加入者団体の参
加を拡大すること等の内容が含まれていた。

以上のような内容を含む改革案は、給付水準引
き下げ及び保険料率の引き上げの内容を含んでい
たため、世論の激しい反発を受けることとなった。
また保健福祉部も反対の意見を表明した。政府側
としても、1998 年 7 月に予定されていた年金制
度の都市地域拡大実施に及ぼす影響を恐れていた
ため、国民世論の反発を意識せざるを得なかった
のである。

既に 1997 年 1 月から保健福祉部と国民年金公
団は、合同で「都市地域拡大実務推進班」を設置
し、独自の改善案を検討していた（NPS 国民年
金公団 2008）。その改善案は、企画団の案と比べ、

給付水準の引き下げ幅は小さいものの、保険料率
の引き上げ幅はより大きいものであった。保健福
祉部は、この改善案を中心に、1998 年 1 月に金大
中政権の大統領職引継委員会に報告し、保健福祉
部独自の改善案は、事実上の政府案となった（保
健福祉部 2016b: 386）。

しかし、政府の改正法律案は、労働者たちから
強い反発をかった。韓国の二大労働組合である、
韓国労働組合総連盟と全国民主労働組合総連盟は、
給付縮小及び基金運用方式に強く反発した。市民
団体と労働界は、「年金財政運用における民主化」
を要求し、（1）年金基金の公共部門強制預託規制
を廃止すること　（2）基金借り入れの際には、国
会の同意が必要な国公債を買い入れること　（3）
基金運用委員会に、加入者代表の 3 分の 2 以上が
参加することを要求した。

このような反発を受け、政府は同年 3 月に修正
案を再度立法予告した。前回の案から修正された
内容は、保険料率の維持、受給開始年齢引き上げ
期間の繰り下げ等であった。この修正案は、4 月
の国務会議を経て、基金運用に関する更なる修正
が加えられ、5 月 8 日に国会に提出された。

しかし、国務会議の過程で修正された内容は、
市民社会と労働界が要求してきた「年金財政運用
における民主化」に反するものであったため（17）、
市民団体や労働界は強く反発し、国会に独自の立
法請願を行った。当時の経済担当部署であった財
政経済院は、このような改革要求案に対し、強い
反対の意を表した。しかし、世界銀行の、借款協
定における、強制預託義務の段階的廃止の要求を
受け、労使政委員会（18）は、国民年金基金の強制預
託規定の 2001 年までの段階的廃止に合意した（19）。

このような過程を経た末、1998 年 12 月 31 日に
「国民年金法」の改正が行われたが、国会の審議
過程の中で、政府の原案がさらに修正された。修
正された内容は、（1）都市地域拡大時点を 1998 年
4 月から 1999 年 4 月に延期すること　（2）保険料
率の引き上げはないことにすること　（3）年金給
付水準を当初の 55％から 60％に引き上げること
であった。

基金運用に関しては、労働界と市民団体の意見
を反映して、2001 年から国民年金基金を義務預
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託対象年金基金対象から除外し、専門組織である
基金運用本部を設置することにした。

以上のような第一次年金改革の結果は、支出抑
制に焦点を当てた改革でありながらも確定給付的
性格は維持されたが、世代間所得移転は弱まった
と評価されている（イヨンハ 2014: 219、金淵明・
金教誠 2004: 265-267）（表 3 参照）。また、高齢者
の利益の観点から解釈すると、第一次年金改革の
政治過程において高齢者の利益代表は欠如してい
た（裵俊燮 2017）。

5．	韓国の高齢者世代の利益代表における議論の
分裂とその歴史的背景

金大中政権期における韓国の福祉国家形成に当
たって、韓国の市民団体が大きな影響力を発揮し
たことはすでに多くの先行研究でも指摘されてい
る通りである（金淳和 2009、金淵明・金教誠 2004
他）。金淵明・金教誠によると、韓国の市民団体
は金大中政権の実現によって政治的影響力を急速
に拡大させ、一種の公益集団としての性質を帯び
ていた（金淵明・金教誠 2004: 274）。

市民団体が強い政治的影響力を発揮できた理由
としては、当時の「開かれた政治的機会構造」（金
淳和 2009）、全国民の普遍的な利害関係を代弁し
ようという立場を堅持した市民団体の性格（金淵
明・金教誠 2004: 274）の要素が指摘されている。

一方、金大中政権期における福祉推進アクター
は大統領、与党、市民団体、労働勢力であり、こ
のネットワークの中に高齢者の利益団体は入って
いない。第一次年金改革の政治過程の中で、高齢

者の利益を代表する政治アクターは登場しなかっ
た。その影響をうけ、「受給年齢引き上げ」に関
しては、議論すらされないまま年金改革の問題が
議論されてきた（20）。韓国において、年金制度の
問題は、本来の制度設計の目的である「老後の所
得保障」という文脈では、ほとんど議論されな
かったのである。

政治アクターの側面に注目すると、韓国の年金
改革を巡る政治過程における、市民団体を中心と
する利益団体の役割の重要性は明らかである。韓
国政治の最も大きい特徴として指摘されてきた強
い大統領の権力は、第一次年金改革当時、金大中
政権が、分割政府の状況であったことや、迫りく
る選挙への影響を強く意識したことにより、制約
されていた。また、年金政策の担当部署であった
保健福祉部は、都市部自営業者への制度拡大を推
進する過程で、行政上の未熟な処理により、大き
な困難が生じたため、国民の信頼を失っていた

（裵俊燮 2017）。進歩的市民団体を中心とする福祉
推進勢力の積極的な働きかけが、1999 年に「国
民皆年金」を達成できた重要な要因であったので
ある。

韓国の市民団体は、単一組織としては、決して
大きな組織とは言えない。しかし、彼らは世論を
通じた大衆動員等、政治的戦略を巧みに駆使しつ
つ、政治的影響力を発揮してきた。その最も代表
的な戦略の一つが流動的な政策ネットワークの構
築である（キムヨンスン 2012）。このように、韓
国の市民団体が強い政治的影響力を発揮できた要
因として政策ネットワークが重要であるとすれば、
年金改革の政治過程で当事者として利益を共有し

表3 第一次年金改革の結果

区分 既存制度 企画団案 政府案 改革後

年金体系 一元型 
（統合型）

二元型 
（分離型）

一元型 
（統合型）

一元型 
（統合型）

給付水準 平均所得階層 
70％

平均所得階層 
40％

平均所得階層 
55％

平均所得階層 
60％

受給年齢 60 歳 65 歳 65 歳 65 歳

年金最少加入期間 15 年 10 年 10 年 10 年

保険料 3-6-9％ 2025 年以降： 
12.65％

2025 年以降： 
16.25％ 9％
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ているはずの高齢者の利益団体と市民団体との間
になぜ連携が行われなかったのか疑問が生じる。
また、基礎年金に関しても、福祉制度の拡大期で
ある金大中政権期には大きい制度変化が観察され
ない。その理由の一つとして考えられるのが、利
益団体組織の歴史的背景の違いである。

民主化以前の権威主義政権下で、その組織が設
立された大韓老人会は、保守的性格を有する官辺
団体としての性格が強く、政府補助金に大きく依
存している。また、その組織構造における特徴は、
地方の老人亭（21）を中心に組織が形成された歴史も
あり、地方分権的な性格を有することである。主
な活動は、老人亭や老人就業活動を中心に行なっ
ており、地方自治体との連携を通して高齢者の利
益を追求する性格が強い。また、大韓老人会と活
動をともにした韓国老人問題研究所の場合も、そ
の創設者は大韓老人会の初代メンバーであったパ
クジェガンであり、その性格は類似であると考え
られる。

民主化以前にその組織が設立された老人団体は、
大統領候補の招聘や大統領との面談、もしくは与
野党の政治指導者との接触を通じた政策提言や政
策樹立のための強力な要求を行なった。このよう
な、政策過程における彼らの戦略は主にインサイ
ダー戦略であったと理解できる。このような特徴
は、今現在まで持続している。歴代の大統領候補
者たちは、高齢者の高い投票参加率を意識し、必
ず選挙活動の中で大韓老人会を訪問し、老人福祉
庁の設置などのアピールを行なってきている。

しかし、大韓老人会などの高齢者の利益団体に
よる積極的な政治活動は、基礎年金をめぐる政治
過程に限られており、第一次年金改革の政治過程
では、存在そのものが観察されない。このことは、
高齢者の利益団体にとって重視された政策は、「老
人福祉法」によって規定される基礎年金であって、
公的年金制度（国民年金）についてはそもそも関
心があまりなかったことを示唆する。これは、韓
国の老人団体が今現在の高齢者の福祉問題には関
心を示すものの、未来の高齢者世代への関心度は
低いとも理解できるだろう。

一方、韓国の代表的な市民団体の一つであり、
韓国の福祉国家化に大きい影響を及ぼした参与連

帯は、民主化運動を主導した学生運動の経験者を
主たる担い手として、民主化以降登場している（金
淳和 2009）。韓国における学生運動は、70 年代以
降労働者との連携を図り、その連携を通じて民主
化運動を展開した歴史を持つ。先行研究では、韓
国の市民団体が、政策過程において他の先進国に
比べ、非常に強い影響力を見せていることや、住
民運動レベルというよりは政府レベルでの政策に
対して、影響力を行使する傾向を持っていること
が明らかにされた（廉載鎬 2004: 196）。

参与連帯は、1994 年 9 月に創立されており、そ
の設立目的として、̒ 市民たちの自発的参与で政
治権力と経済権力を監視し、社会改革のために具
体的な政策と対案を提示し、意を共にする市民た
ちと連帯することによって参与民主社会を建設す
るʼことを掲げている。

参与連帯は、韓国の福祉制度の発展に大きな影
響力を発揮した。福祉に関連する主な活動として
は、「国民生活最低線確保運動」（1994 〜 1999）、「経
済民主化と普遍的福祉拡大のための運動」（2011
〜現在）、「生活賃金制度導入運動」（2012 〜現在）
が挙げられる（22）。

ただし、参与連帯にとっての優先順位はあくま
でも「完全な民主化」や労働者の利益代表であり、
高齢者福祉の優先順位は決して高いとは言えない。
その一例として、参与連帯のホームページには彼
らの請願、署名活動などの詳細な活動記録が記録
として残されているが、社会福祉委員会のセク
ションの中の高齢者福祉の項目の数は 39 件に過ぎ
ず、健康保険/保健医療 607 件、貧困政策 550 件、
児童家族政策 151 件、とは対照的である（23）。

民主化以前に設立された老人団体は、その歴史
的背景から政府に依存的であり、福祉政策推進の
活動戦略に関しては主にインサイダー戦略をとっ
てきた（24）。しかし、いずれの老人団体も主な関
心は「当時の高齢者」の問題であり、国民全体か
ら支持を得ることはできなかった。この特徴は、
金淵明・金教誠（2004）が指摘したような、全国
民の普遍的な利害関係を代弁しようとする立場を
堅持した市民団体の性格とは対照的ある。

民主化後に設立された韓国の市民団体は、学生
運動や民主化運動、労働運動の影響を強く受けて
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おり、既存の政治体制に対する反発の性格を強く
持ち、民衆運動の流れを汲んでいる。したがって、
市民団体の活動戦略は政府との距離を保ちながら
アウトサイダー戦略を取るのが一般的であった（25）。
その中で、福祉国家形成の推進アクターとして彼
らが重点を置いたのは、労働者の権利及び利益の
保護であり、相対的に老人福祉に対する関心度は
低かったと言わざるを得ない。

それと同時に、韓国市民社会の政策ネットワー
クが主に人的ネットワークによって構成される特
徴は、市民団体と老人団体との接点の不在を意味
しており、彼らの連帯は観察されなかった。

おわりに

本稿では、なぜ韓国は他の先進国とは異なり、
高齢者が経済的配分から排除された福祉レジーム
になったのかという問いに対し、政策の制度的特
徴及びそれに伴う議論の分裂に注目した分析を
行った。

分析の結果、（1）「老人福祉法」によって性格
が規定される基礎年金と公的年金との間の異なる
制度設計による議論の場の断絶　（2）それに伴う
参加アクターの構成における違いが明らかになっ
た。基礎年金をめぐる議論は、金大中政権の前に
その議論が終わっており、議論に参加した主な政
治アクターは大統領と老人団体であった。一方、
金大中政権期に本格化した国民年金をめぐる議論
に参加した主な政治アクターは、当時の福祉推進
勢力であった大統領、与党、労働勢力、市民団体
で構成された政策ネットワークであった。

本稿では、主に利益団体の活動に重点を置いた
分析を行ったが、実際に政策を形成し、それを執
行するのは政治家及び官僚である。いわゆる、政
治の場における核心的アクターの分析は、本稿で
は行われておらず、その点に関しては利益団体と
の関係を中心に更なる分析が必要である。
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（1）高齢化とは、総人口に占める 65 歳以上の高齢者の
割合が相対的に高くなっている状態を言う（衛藤 
2008: 121）。

（2）大西（2017）を参照せよ。
（3）ただし、現時点では先進国と比べた場合、韓国の

高齢化の状況が特段に深刻な状態であるとは言い難
い。しかし、韓国の高齢化水準はアメリカの水準に
迫っており、アメリカで起きたようなシルバー民主
主義的現象が生じていても不思議ではない。

（4）高齢化率 7％は高齢化社会、14％は高齢社会、21％

は超高齢社会と言われている。
（5）西欧諸国では、マクロ経済パフォーマンスの悪化

による社会保障予算の削減に対抗するための組織化
としての性格が強い、高齢者を中心とする利益団体
が形成されている。

（6）金成垣は、「保障性」より「持続性」を選択した改
革と解釈している（金成垣 2017）。

（7）常に、韓国の高齢有権者は、他の世代と比べ、もっ
とも高い水準の投票率を記録している。

（8）김영순［キムヨンスン］（2012）は韓国の第一次年
金改革と第二次年金改革の政治過程の比較を通じて、
その特徴を明らかにした。

（9）최장집［チェジャンジプ］（2003）は、このような
現象を「政治の民営化」と表現した。

（10）国民年金制度以外の制度への注目がなかったわけ
ではないが、それは主に退職金制度との関係であり、
本稿で分析の対象とする基礎年金は、その支給額の
低さの理由からほとんど注目されなかった。

（11）「老人福祉法」は老人の福祉を対象とするという
点では高齢者福祉にとって大きな発展ではあったも
のの、権威主義政権時代における高齢者の支持を獲
得するための性格が強かった。韓国における老齢年
金への関心は、1960 年代から既に当時の保健社会部
内で表明されていたが、政策決定にまでは至らなかっ
た。国民年金が導入される前までの、韓国国民のた
めの老後所得保障制度は、1961 年に導入された退職
金と生活保護制度が主であった。しかし、生活保護
制度は、貧困層を対象としており、退職金制度は年
金制度とは異なり、中間退職後一時金の形で支給さ
れたため、老後所得保障としての機能は脆弱であっ
た（保険福祉部 2016b: 370）。その後、1973 年に「福
祉年金法」を制定し、1974 年から年金制度を導入す
る計画であったが、当時の石油危機による経済状況
の悪化で、実施が無期限延期された。

（12）1998 年までのいずれの「老人福祉法」の改正も議
員立法によって行われていることからも分かるよう
に当時の政府にとって高齢者福祉は優先順位が低
かったと言えるだろう（株本 2000）。

（13）これまで高齢者を支えることは家族の役割とされ
てきたが、今後は国がその役割を担うという考え方。

（14）ただし、当時のアジア通貨危機の直撃を受け、応
急措置的手段が講じられたため、韓国の福祉国家の
制度化が達成された側面は強く、したがって当時の
社会的弱者は労働者として認識された（裵俊燮 2017）。

（15）制度導入当時、家計及び企業の負担能力等を考慮
し 3％の低い保険料率を策定し、9％になるまで五年
ごとに段階的に引き上げる「修正積立方式」を取る
一方で、自分が払った保険料の総額より相対的に高
い給付水準を保障したため、根本的な財政の脆弱性
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を抱えていた。
（16）国民年金基金運用に関する最高意思決定機構。
（17）委員長を、保健福祉部長官ではなく国務総理にし、

国民年金基金の預託利子率を基金運用委員会で決定
するようにしたものを、従前通りに公共資金管理基
金委員会（財政経済院）で決定するように変更した。

（18）1998 年のアジア通貨危機の際、金大中政権によっ
て設置された社会的合意形成機構。労働者と使用者、
政府が労働政策及び関連事項を協議することを目的
とする。

（19）世界銀行（World Bank）は、1998 年の構造調整借
款供与条件として、当時まで公的に単一管理されて
きた国民年金制度を民営化し、政府支出金を縮小す
るよう、金大中政権に強く要求した。しかし、金大中
政権は、労働勢力と市民団体との政治的連合を形成
し、既存の年金制度体系を維持することに成功した。

（20）日本では数回にわたり、受給開始年齢引き上げが
失敗したこととは対照的である。

（21）高齢者が集まり、余暇を楽しむ憩いの場。
（22）高齢者福祉政策に関しては、訴訟戦略を通じて老

齢手当制度の年齢制限に対する違憲判決を導いた成
果を残している。

（23）참여연대［参与連帯］（http://www.peoplepower21.
org/）、2018 年 4 月 25 日アクセス。

（24）民主化後の 1994 年に結成された韓国老年有権者
連盟の場合、既存の老人団体とは性格を異にし、他
の利益団体との連携を通じたデモ活動など、アウト
サイダー戦略を通じて敬老年金制度を導入するなど、
一定程度の成果を上げることができた。

（25）ただし、2000 年代後半から政治にどの程度関与す
るのかを巡って論争が展開されている。


